
 

（写） 

龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年７月２日 

                                               龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第２９号 

   龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年龍ケ崎市条例第１１０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第１条関係） 

 職名 報酬の額 

  

      省  略 

  

投票所の投票管理者 日額 １４，５００円 

期日前投票所の投票管

理者 

日額 １２，８００円 

開票管理者 １回の開票管理につき １２，２００円 

投票所の投票立会人 日額 １２，４００円 

ただし、投票立会時間が１３時間未満の場

合は、日額の範囲内で当該投票立会時間に

相当する額 

期日前投票所の投票立

会人 

日額 １０，９００円 

ただし、投票立会時間が１１時間３０分未

満の場合は、日額の範囲内で当該投票立会

時間に相当する額 
 

別表第１（第１条関係） 

 職名 報酬の額 

  

      省  略 

  

投票所の投票管理者 日額 １２，８００円 

期日前投票所の投票管

理者 

日額 １１，３００円 

開票管理者 １回の開票管理につき １０，８００円 

投票所の投票立会人 日額 １０，９００円 

ただし、投票立会時間が１３時間未満の場

合は、日額の範囲内で当該投票立会時間に

相当する額 

期日前投票所の投票立

会人 

日額 ９，６００円 

ただし、投票立会時間が１１時間３０分未

満の場合は、日額の範囲内で当該投票立会

時間に相当する額 
 



 

 

開票立会人 １回の開票立会いにつき １０，１００円 

選挙長 日額 １２，２００円 

ただし、選挙会事務にあっては１回につき 

 １２，２００円 

選挙立会人 １回の選挙立会いにつき １０，１００円 

   

      省  略 

   
あああ 

開票立会人 １回の開票立会いにつき ８，９００円 

選挙長 日額 １０，８００円 

ただし、選挙会事務にあっては１回につき 

 １０，８００円 

選挙立会人 １回の選挙立会いにつき ８，９００円 

   

      省  略 

   
あああ 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


